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◎
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
内
部
部
局
）

第
七
条

省
に
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
官
房
及
び
局
を
置
く
。

２

前
項
の
官
房
又
は
局
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

庁
に
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
官
房
及
び
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

４

官
房
、
局
及
び
部
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

５

庁
、
官
房
、
局
及
び
部
（
そ
の
所
掌
事
務
が
主
と
し
て
政
策
の
実
施
に
係
る
も
の
で
あ
る
庁
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
実
施
庁
」
と
い
う
。
）
並
び
に

こ
れ
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く
。
）
に
は
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ

れ
を
定
め
る
。

６

実
施
庁
並
び
に
こ
れ
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
に
は
、
政
令
の
定
め
る
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら

の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
省
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

７

委
員
会
に
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
務
局
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
事
務
局
の
内
部
組
織
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準

用
す
る
。

８

委
員
会
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
務
総
局
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

◎
環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

（
自
然
環
境
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
条

自
然
環
境
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
地
球
環
境
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
地
球
環
境
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

四

自
然
環
境
が
優
れ
た
状
態
を
維
持
し
て
い
る
地
域
に
お
け
る
当
該
自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

五

自
然
公
園
及
び
温
泉
の
保
護
及
び
整
備
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
事
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

六

景
勝
地
及
び
休
養
地
並
び
に
公
園
（
都
市
計
画
上
の
公
園
を
除
く
。
第
三
十
八
条
第
七
号
及
び
第
三
十
九
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

七

皇
居
外
苑
、
京
都
御
苑
及
び
新
宿
御
苑
並
び
に
千
鳥
ケ
淵
戦
没
者
墓
苑
の
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

八

野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
、
野
生
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
そ
の
他
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。
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九

人
の
飼
養
に
係
る
動
物
の
愛
護
並
び
に
当
該
動
物
に
よ
る
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に
対
す
る
侵
害
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

十

自
然
環
境
の
健
全
な
利
用
の
た
め
の
活
動
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
森
林
及
び
緑
地
の
保
全
に
関
す
る
基
準
等
の
策
定
及
び
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
河
川
及
び
湖
沼
の
保
全
に
関
す
る
基
準
等
の
策
定
及
び
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
（
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
の
た
め
に
行
う
も
の
に

限
る
。
）
。

十
三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
専
ら
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
を
目
的
と
す
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
目
的
及
び
機
能
の
一
部
に
自
然
環

境
の
保
護
及
び
整
備
が
含
ま
れ
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
の
観
点
か
ら
の
基
準
等
の
策
定
並
び
に
当
該
観
点
か
ら
の
規
制
等
に
関
す
る
こ

と
。

（
自
然
環
境
局
に
置
く
課
）

第
三
十
七
条

自
然
環
境
局
に
、
次
の
四
課
を
置
く
。

総
務
課

自
然
環
境
計
画
課

国
立
公
園
課

野
生
生
物
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
八
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

自
然
環
境
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
地
球
環
境
局
及
び
自
然
環
境
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
。

三

自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
地
球
環
境
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

国
立
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
そ
の
他
の
自
然
環
境
局
の
所
掌
に
属
す
る
事
業
に
係
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
助
成
及
び
指
導
並
び
に
当
該
施
設
の
工
事
の
実
施
に
関

す
る
こ
と
。

五

温
泉
の
保
護
及
び
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

六

自
然
公
園
及
び
温
泉
に
関
す
る
事
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

七

自
然
公
園
並
び
に
景
勝
地
、
休
養
地
及
び
公
園
に
係
る
観
光
及
び
休
養
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

八

皇
居
外
苑
、
京
都
御
苑
及
び
新
宿
御
苑
並
び
に
千
鳥
ケ
淵
戦
没
者
墓
苑
の
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

九

人
の
飼
養
に
係
る
動
物
の
愛
護
並
び
に
当
該
動
物
に
よ
る
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に
対
す
る
侵
害
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
（
野
生
生
物
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
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を
除
く
。
）
。

十

自
然
環
境
の
健
全
な
利
用
の
た
め
の
活
動
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

自
然
環
境
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
技
術
の
開
発
及
び
普
及
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
然
環
境
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
自
然
環
境
計
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
九
条

自
然
環
境
計
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

自
然
環
境
の
保
全
の
た
め
に
講
ず
べ
き
施
策
の
策
定
に
必
要
な
基
礎
調
査
（
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
に
規
定
す
る
基
礎
調
査
を
い
う
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

自
然
環
境
保
全
基
本
方
針
（
自
然
環
境
保
全
法
に
規
定
す
る
自
然
環
境
保
全
基
本
方
針
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

三

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

四

自
然
環
境
が
優
れ
た
状
態
を
維
持
し
て
い
る
地
域
に
お
け
る
当
該
自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五

景
勝
地
及
び
休
養
地
並
び
に
公
園
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六

生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
野
生
生
物
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七

環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
森
林
及
び
緑
地
の
保
全
に
関
す
る
基
準
等
の
策
定
及
び
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
。

八

環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
河
川
及
び
湖
沼
の
保
全
に
関
す
る
基
準
等
の
策
定
及
び
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
（
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限

る
。
）
。

九

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
目
的
及
び
機
能
の
一
部
に
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
が
含
ま
れ
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
の

観
点
か
ら
の
基
準
等
の
策
定
並
び
に
当
該
観
点
か
ら
の
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
（
野
生
生
物
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
国
立
公
園
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
条

国
立
公
園
課
は
、
自
然
公
園
の
保
護
及
び
整
備
に
関
す
る
事
務
（
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。


